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～ストップ・ザ・交通事故 めざせ安全で安心なオホーツク～

６歳未満の子どもを車に乗車させ走

行する場合は、チャイルドシートの使

用が義務です。

お子様を膝に乗せている状態で事故

に遭うと、場合によっては車外に放り

出されるほどの衝撃がかかり、両手で

抱っこし続けることは不可能です。

必ずチャイルドシートを使用して、

お子様の命を守りましょう。


